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日本・メキシコ EPA特定原産地証明書発給システム 

における入力作業の簡素化について 

  

平成20年7月1日 

日本商工会議所 

 

これまで政府が進めてきた発給手続きの簡素化等を踏まえ、判定依頼における入力作業を

以下のとおり簡素化させていただきます。入力作業は簡素化されますが、内容を確認させて

いただくこともありますので、原産性の確認等を行った計算根拠や立証資料等はこれまでと

同様に保存しておいてください（保存期間は5年間です）。 

日本商工会議所では、本発給システムの他、日マレーシア、日チリ、日タイの各経済連携

協定に基づく特定原産地証明書について、別システムで発給業務を行っております。7月1

日発効の日インドネシア経済連携協定に併せて、これら３か国向けの発給システムについて、

発給手続きの簡素化を踏まえた新システムを開発し、６月３０日より導入いたしました。 

日メキシコ発給システムにつきましても、本年中を目途に、新システムに統合すべく作業

を進めておりますが、同統合を完了するまでの間は、現行システムの下で以下の通り、入力

作業の簡素化を実施させていただきます。何卒よろしくご了解の程お願い申しあげます。 

 

１．企業登録・更新・変更の手続き、証明資料提出同意通知書の提出 

「企業登録・更新・変更の手続き」、「証明資料提出同意通知書の提出」につきましては、

これまで同様に各日商事務所に行っていただきますようお願い申しあげます。 

 

２．原産品判定依頼書入力 ＜変更点＞ 

 

（１）依頼者、生産者、生産地 

これまでと同様に入力してください。 

 

これまで 

と同様に 

入力して 

ください 
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（２）ＨＳコード、原産判定基準等の入力 

入力作業は簡素化されますが、原産性の確認等の作業は従来と変わりません。お問合わせ

させていただくこともありますので、原産判定等の立証書類等は保存しておいてください。

なお、証明書発給の際、協定上印字が必要な部分は必須入力項目となります。従いまして、

今回の簡素化に伴い、入力が不要となるのは以下の通りです。入力不要と記載した個所以外

は従来通りの入力してください。 

 

入力不要

入力不要項目があります 

次頁をご確認ください 

入力不要入力不要

入力不要 

入力不要項目があります

次頁をご確認ください 
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（３）原産材料項目入力 

 「中間材料指定」、「累積実施」、「代替性のある材料使用」を行っている場合は、証明書に

印字が必要となりますので、上記規定に該当する材料については、必ず入力してください。 

 

 

（４）非原産材料項目入力 

 「累積実施」している場合は、該当する材料については、必ず入力してください。 

 

入力不要

入力不要 

中間材料、累積実施、代替性

ある材料の使用がある原産材

料がある場合は記載してくだ

さい 

累積実施している 

非原産材料がある

場合は記載してく

ださい 
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３．発給申請書入力 

 発給申請書入力につきましては、これまでと同様に入力してください（証明書印字のため

に必要な項目です）。 

 

以 上 

入力不要


